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地域団体商標2012



「地域団体商標２０１２」
の刊行にあたって

昨年１２月に発足した政権では、日本経済の再生に向け、（ １）明確な物価目標の
設定と大胆な金融緩和で円高・デフレから脱却し強い経済を取り戻す、（ ２）機動
的な財政政策により景気の底割れを回避し景気の反転を図る、そして、成長戦略の
実現により設備投資や研究開発投資などの民間投資を喚起する、これら「三本の矢」
を推進することとしています。

このうち成長戦略においては、ものづくり製造業の復活と付加価値の高いサービ
ス産業の育成が重要であり、各地域の魅力を活かした、他の地域では真似のできな
い魅力的なブランドの育成が鍵となります。地域団体商標制度は、このような地域
の魅力を伸ばすために ６年前に創設された制度です。これまでに５００件以上の地域
団体商標が登録され、地域興しや地域発の経済活性化で数々の成果が生まれてい
ます。

今回の「地域団体商標２０１２」では、地域団体商標の登録をきっかけに農産物や
工芸品等のブランド化に成功し、産業の成長につなげた事例を例年にも増して紹介
しています。さらに、地域団体商標制度を戦略的に活用できるよう、地域団体商標
に関するＱ＆Ａや審査対応のポイントを新たに盛り込みました。本冊子が、全国各
地で地域振興を担っている皆様の新たな地域ブランド戦略の道しるべとなれば幸い
です。
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経済産業大臣　　
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